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平 成 ２ ７ 年 (あ )第 ６ ３ 号  窃 盗 被 告 事 件  

上告趣意補充書  

             平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日  

最 高 裁 判 所 第 二 小 法 廷  御 中  

             被 告 人  煙 石  博  

             弁 護 人  久 保  豊 年  印   

 

上 記 被 告 人 に 対 す る 窃 盗 被 告 事 件 に つ い て 、上 告 の 趣

意 を 以 下 の と お り 補 充 す る 。  

 

第 １  防 犯 カ メ ラ の 映 像 上 被 告 人 が 封 筒 に 触 れ た 映 像

が 無 い こ と  

１  防 犯 カ メ ラ の 映 像 上 、被 告 人 が 封 筒 に 触 れ た 映 像

が 存 在 し な い こ と に つ い て 、 以 下 の 通 り 補 足 す る 。  

２  防 犯 カ メ ラ の 映 像 に お い て 、記 帳 台 の 机 上 の 用 紙

立 て に よ っ て 客 観 的 な 位 置 関 係 の 比 較 が で き 、 こ れ

に つ い て 、 被 告 人 と 、 封 筒 を 取 り 上 げ た 警 備 員 の 動

き を 比 較 す る と 、 被 告 人 が 手 を 置 い た 位 置 は 用 紙 立

て に 隠 れ て い な い が 、 警 備 員 が 封 筒 を 取 り 上 げ た 位

置 は 明 ら か に 用 紙 立 て の 陰 か ら 取 り 上 げ て い る 。  

３  ま た 、添 付 資 料 の と お り 、同 じ 時 点 の 二 地 点 の 防

犯 カ メ ラ の 映 像 を 対 照 し 、 そ の 映 像 上 の 被 告 人 と 警

備 員 の 手 先 の 位 置 関 係 を 座 標 に 落 と し て 分 析 す る と 、

両 者 の 手 先 の 位 置 が 全 く 重 な ら な い こ と が 明 ら か で
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あ る 。  

４  し た が っ て 、被 告 人 が 記 帳 台 の 上 に 手 を 置 い た 位

置 と 、 警 備 員 が 封 筒 を 取 り 上 げ た 位 置 （ 封 筒 の あ っ

た 位 置 ） は 全 く 異 な り 、 被 告 人 が 記 帳 台 に 封 筒 が 置

い た の で は な い こ と が 明 ら か で あ る 。  

上 告 趣 意 書（ 弁 護 人 提 出 に か か る 平 成 ２ ７ 年 ２ 月

１ ９ 日 付 書 面 の １ ７ 頁 等 ） に お い て も 、 防 犯 カ メ ラ

の 映 像 上 被 告 人 が 封 筒 に 触 れ た と い う 映 像 は 存 在 し

な い こ と を 指 摘 し て い る が 、 上 記 の 点 も 踏 ま え る と

こ の こ と は 一 層 明 ら か と い う べ き で あ る 。  

以  上  

添 付 資 料  

 １  防 犯 カ メ ラ 映 像 分 析 資 料  


